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松本市役所新庁舎建設基本計画改定版（案）に係るパブリックコメントの結果 

 

１ 募集期間 

  令和７年９月３０日（火）から１０月２９日（水）まで 

 

２ 閲覧方法 

 ⑴ 市ホームページ（市公式ＬＩＮＥでの周知を含む。） 

 ⑵ 窓口（総合戦略室、行政情報コーナー及び各地区地域づくりセンター） 

 

３ 実施結果 

 ⑴ 件数        １９２件（５８人） 

 ⑵ 提出方法 

  ア Ｌоｇоフォーム  ９４件（４０人） 

  イ 電子メール     ５４件（１４人） 

  ウ 窓口         ５件（ １人） 

  エ ＦＡＸ       ３９件（ ３人） 

 ⑶ 意見等に対する対応 

区分 内容 件数 

ア 反映する意見 意見等の内容を反映し、案を修正したもの ３件 

イ 趣旨同一の意見 意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれ

ているもの 
４０件 

ウ 参考とする意見 案を修正しないが、設計等の実施段階で参考と

するもの 
６４件 

エ 対応が困難な意見 対応が困難なもの ２５件 

オ その他 案の内容に関する質問やその他の意見 ６０件 

計 １９２件 

 

４ 意見等の概要及び市の考え方 

 ⑴ Ⅰ 基本事項の整理 

  ア 基本計画の位置付け及び経過 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１ 見直しの要点において、松本駅前、南

松本、丸の内の３か所に分散する理由が

よく分からない。分散すれば、いくらデ

ジタルを利用しても、業務が非効率化す

るように思える。職員が遠隔地にいる状

況では、すぐに対応できないのではない

か。 

【オ その他】 

各拠点に配置する職員は、オンライン

を活用して相互に補完し合うことで、こ

れまで以上に効率的かつ迅速に業務を

進められると考えています。各拠点での

業務体制によってサービスレベルが低

下することはないものと考えています。 



2 

 

２ 「パブリックマインドを持つ民間事

業者」とは、具体的にどのようなことを

意味しているか。（仮称）松本市役所保

健所庁舎や（仮称）松本駅前センターの

箱ものを作って、将来的には、民間に業

務委託することを指すのか。 

【オ その他】 

公共的な視点や役割の下、地域貢献の

意識を持ちながら事業活動を行う民間

事業者を想定して記述しています。  

（仮称）松本市役所保健所庁舎や

（仮称）松本駅前センターは、市が直接

運営する行政機能として設置するもの

であり、業務の全てを民間に委託するこ

とを想定しているものではありません。 

３ 議会と議論して決まっていたことが

白紙となった理由を知りたい。 

【オ その他】 

令和２年２月に策定した基本計画は、

市長が同年４月の市議会第１回臨時会

の提案説明の際に、建設計画を見直す方

針を示しました。これを受けて、改めて

将来を見据えた庁舎の在り方を再検討

することとしたものです。 

  

イ 基本構想に定めた事項 

№ 意見等の概要 市の考え方 

４ 景観形成基準について、具体的な内容

を注釈で説明すべき。 

【オ その他】 

４ページの本文最下段２行に記載し

ている内容が、現庁舎の高さ制限に係る

景観形成基準です。 

５ 物理的なセキュリティが不十分とあ

るが、具体的に示すべき。 

【オ その他】 

現在の庁舎は、市民の方が手続等で訪

れる窓口などのフロントヤードと、職員

が個人情報等を取り扱って執務を行う

バックヤードが物理的に区分されてい

ない状態です。例えば、カードキーを備

えた扉の設置などによる高度なセキュ

リティの確保が必要と考えています。 

６ 松本城やアルプスを眺められるこの

場所は、松本の心であり、松本市民の原

風景であり、よりどころである。 

 自然に人が集まり、行きたくなる場所

を作ることで、行政と市民がつなが

り、安心できて住みやすいと感じる

“まち”となっていくと思う。新庁舎は

そのような文化、暮らし、生活を支える

建築であるべきと考える。 

【イ 趣旨同一の意見】 

松本のまちの核として、求められる市

役所の役割を果たし続けることのでき

る庁舎を建設します。 
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７ 松本は、人と人とのつながりが自然に

生まれるまち。祭りやボランティア、

アート活動など、誰かの思いが他の誰か

に伝わって輪が広がっていく。デジタル

化で行政手続が便利になるのは大切だ

が、画面越しでは伝わらない温度や偶然

の出会いを大切にする場を設け、市民の

「つながり」を育む庁舎づくりを進めて

ほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

基本構想で掲げるコミュニケーショ

ンが芽生える庁舎の実現に向け、多様な

立場の人たちの交流や対話を生み出し、

共創や協働などつながりを育む庁舎づ

くりを進めます。 

８ 「コンパクト＋ネットワーク型庁舎」

という理念に大いに賛同する。その上

で、現計画をより実効性のあるものにす

るため、「庁舎を建てる」から「庁舎を

つなぐ」への発想転換、アメリカの先進

事例に学ぶ「ネットワーク行政」の推進、

地域づくりセンターのネットワークを

核としたオンライン庁舎構想の推進な

どを通じて、マインドセットを行うこと

が不可欠。単に施設配置の説明をするだ

けでなく、“オンラインで結ばれる一体

型庁舎”としてのビジョンを具体的に示

してほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

コンパクト＋ネットワーク型の庁舎

として、自宅のスマートフォンやパソコ

ン、支所・出張所機能がない地域づくり

センターを含め、本庁舎等の各課の専門

職員とつながる仕組みを構築すること

で、物理的な庁舎建物としての枠を超え

た行政サービスの提供を可能にし、オン

ラインで結ばれる一体型庁舎の実現を

図ります。 

９ ＤＸ・デジタル化を進めることで、コ

ンパクト＋ネットワーク型の庁舎にす

ることは賛成。その上で、昨今のサイ

バー攻撃などをみると、ダメージが大き

いので、最悪のケースを想定して、アナ

ログな部分も残しておく必要があると

思う。 

【イ 趣旨同一の意見】 

サイバー攻撃や災害など、様々な事態

を想定し、高度な情報セキュリティ対策

や無停電電源装置の設置による情報通

信機能の維持、データのバックアップ体

制など、万全の対策を講じます。その上

で、システム障害時にも市民サービスを

継続できるような体制も併せて整備し、

どのような状況下でも行政機能を維持

できる庁舎を目指します。 

１０ 健康経営を実践する「常に一歩先を行

くオフィス」という表現が分かりづら

い。具体的に示すべき。 

【オ その他】 

健康経営とは、一般的に従業員等の健

康管理を経営的な視点で考え、戦略的に

実践することとされています。新庁舎整

備においては、健康に配慮したオフィス

環境として、休憩スペースを適切に配置

しながら働く職員の健康保持と心身の

調和を図り、一人ひとりがパフォーマン
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スを最大限発揮できる健康経営を実践

していくことを計画の３１ページに記

載しています。 

１１ 現在の市役所のある場所を新庁舎の

建設地とされた事、何より素晴らしい事

と感じる。 

【イ 趣旨同一の意見】 

基本構想において、松本市のまちづく

りとの整合や、歴史性、利便性、実現性

などの観点から市役所位置としての適

性を鑑みた上で、現地（丸の内）で建て

替えることを定めています。 

１２ 現市役所は、松本の最高の立地にある

ことを再認識し、最大限に生かして頂き

たい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

国宝松本城や北アルプスを一望でき

る立地であることを認識し、松本城と共

に時を刻む庁舎として整備を進めます。 

１３ 今後の高齢化を考えると、行政施設は

松本駅に作り、電車、バスどちらかのみ

で行けるようにするのが望ましい。その

上で、松本駅を車でもアクセスしやすい

ハイブリッドセントラルステーション

として、都市機能の中心になるよう長い

目でみてシンカできるようにしてほし

い。 

【イ 趣旨同一の意見】 

本庁舎は現在地に整備しますが、交通

結節点に位置する松本駅前周辺に（仮

称）松本駅前センターを設置すること

で、利便性を高めます。 

１４ 庁舎機能の分散化や既存施設の有効

活用といった代替案について、十分な検

討がなされたのかが不明確。結果として

現位置での建て替えが最もふさわしい

と結論付けた根拠について、より客観的

かつ納得性のある説明を求める。 

【オ その他】 

今回の見直しでは、人流や人口重心の

状況を鑑み、より市民に身近な場所で質

の高い行政サービスの提供を行う観点

から、（仮称）松本駅前センター及び（仮

称）松本市役所保健所庁舎を整備する計

画としています。加えて、３５地区の地

域づくりセンターでは、より地域課題の

解決に注力できる体制を構築すること

で強化を図っていきます。 

 その上で、市政運営の中枢を担い、多

くの専門職員を配置するため、一定の規

模を有する建物が必要となる本庁舎に

関しては、№１５で後述する検証結果や

基本構想を踏まえ、現地で建て替えを行

うこととしているものです。 
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１５ 庁舎の建設場所について、現位置を選

定した理由を、より具体的に明示してほ

しい。 

 現行の「都市計画マスタープラン」や

「立地適正化計画」との整合性を踏まえ

たとされているが、どの項目・方針を根

拠として判断されたのか、具体的な検討

内容や評価のプロセスを示していただ

きたい。 

【オ その他】 

基本構想策定前の平成２９年度に有

識者で構成する新庁舎建設候補地検証

委員会を設置し、「歴史性・将来性」、

「利便性」、「実現性・実用性」及び「経

済性」の４つの視点から、新庁舎建設候

補地の検証を行い、意見書の提出を受け

ました。 

その後、市議会議員協議会で現在地を

新庁舎の建設場所とすることについて

協議し、決定を行い、基本構想を策定し

ています。建設候補地検証委員会での議

論や検証内容の詳細については、市ホー

ムページで公開していますので、ご参照

ください。 

 都市計画マスタープランとの関係で

は、都市型複合業務地区（官公庁施設を

始めとする業務施設が立地する松本城

周辺地区及び中心商業業務地区の外縁

部）に立地していることから、本計画は

松本市の都市計画に整合しています。 

 また、松本市立地適正化計画との関係

では、都市機能誘導区域の内、都市構造

の核となる「都市中心拠点」として主要

な行政施設を誘導する区域を定めてい

る点において整合しています。 

１６ 庁舎位置のふさわしさが記述されて

いるが、良い点ばかりではなく、悪い点

はないのか。地下水の問題はないのか。 

【オ その他】 

建設地を含む中心市街地は建築支持

基盤が深いことを留意点として認識し

ています。今後詳細な地質調査を行い、

設計及び施工において必要な対策を講

じます。 

１７ 限られた敷地に立地する市庁舎で、市

民のための機能を設けることは必須で、

より多くの市民を交えて機能の議論が

必要。根本の話となるが、そもそも「市

民に身近な市役所」という基本構想から

改めて考え直す必要の可能性もあるの

ではないか。 

【エ 対応が困難な意見】 

基本計画改定版（案）では、「建設理

念」や「基本的な考え方」を定めた基本

構想は変えることなく、見直しを行って

います。新たな時代に対応できる市役所

を目指し、より質の高い行政サービスに

つなげるための考え方として「市民に身
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近な市役所づくり」を今回の見直しの中

で示しているものです。 

１８ 現在地が最適とは思えない。現在地は

民間に売却し、他の場所に移転すること

で、移転先の活性化やその周辺の交通網

整備等が併せて進むことを期待したい。

現市街地と南西部の格差是正を強く望

む。 

【エ 対応が困難な意見】 

基本構想において、本庁舎は現地

（丸の内）で建て替えることを定めてい

ます。 

なお、「コミュニケーションが芽生え

る庁舎」として、協働や共創が育まれる

仕組みを設けます。 １９ 庁舎はパルコ跡地に移転し現在地は

昔の城の一部を再現したらいいのでは

ないでしょうか。 

２０ 本庁舎の機能は、１階のみに市民ス

ペースを設け、２階以上を職員の執務

室とし、建物機能として単に事務機能

のみを持つだけで、市民が庁舎で創造

する場を必要ないとも読み取れる。本

庁舎が“シティホール"でなく単に事務

所であるならば、丸の内に再築する必

要はないのではないか、と感じる。 

   

ウ まちづくりにおける役割 

№ 意見等の概要 市の考え方 

２１ 「身近な市役所づくり」というのな

ら、新庁舎よりも地域窓口の充実やオン

ライン化の強化で対応可能。新庁舎建設

＝利便性向上とは限らない。 

【イ 趣旨同一の意見】 

新庁舎は専門職員を配置するバック

オフィスとして行政サービスを提供す

るための要となる庁舎となります。新庁

舎の供用に伴い、バックオフィスで働く

職員の事務の効率化が図られ、オンライ

ンでつながる地域づくりセンターなど

各窓口での迅速な対応や、より質の高い

行政サービスの提供につながり、市民の

皆様の利便性向上に結びつくものと考

えています。 

２２  地域づくりセンター、丸の内、松本駅前

センター、保健所と４か所の機能整備が

記載されているが、同時に具体的な計画

を示してほしい。地域づくりセンターの

機能や立地の見直しも必要という意見

もある。 

【オ その他】 

地域づくりセンターは、これまでと同

様に市民に最も身近な行政施設として

配置します。手続や申請は、電子申請や

オンライン窓口を導入し利便性の向上

を図るとともに、地域課題の把握や集

約、解決により一層注力できる体制を整



7 

 

えることで機能強化を図ります。 

 丸の内に設置する新庁舎の計画は、当

該計画となります。 

（仮称）松本駅前センターは、民間施

設の賃貸借を念頭に、今後具体的な検討

を進めます。 

 （仮称）松本市役所保健所庁舎に関し

ては、今年６月に策定した整備基本計画

において具体的な計画を示しています。 

２３ 各支所の機能強化ありきの計画なの

で、支所機能の強化をもっと前面に出す

べき。 

【イ 趣旨同一の意見】 

支所・出張所及び地域づくりセン

ターは、これまでと同様に市民に最も身

近な行政施設として配置します。 

今後、これらの施設で取り扱っている

手続や申請は、電子申請やオンライン窓

口へとシフトすることから、窓口業務の

比重は相対的に小さくなっていきます。

その上で、地域づくりセンターの最もコ

アな機能である地域課題の把握・集約・

解決に、より一層注力できる体制を整え

ることで、地域に根ざした活動の機能強

化を図ります。 

このような体制の充実は、そこで働く

職員のやりがいの向上にもつながるも

のと認識しています。 

２４ 地域づくりセンターの機能は大切だ

と思うが、本庁との役割分担を明確にし

て、市職員がもっとやりがいを持てるよ

うにしていくことが大事ではないか。 

２５ 身近な地域拠点を充実させる構想に

は、賛同できる。地域づくりセンターの

機能を充実させ、保健師の常駐をはじめ

専門職員の配置、町会組織や公民館組織

の連携を強化し、地域福祉や地域づくり

の拠点として、その役割の充実を図って

ほしい。 

２６ 南松本に設置する（仮称）松本市役所

保健所庁舎について、窓口機能等として

いるが何課が入るのか具体的に明記す

べき。 

【オ その他】 

（仮称）松本市役所保健所庁舎に

は、住民異動の窓口業務だけでなく、オ

ンラインシステムを活用して本庁舎の

関係課と連携しながら、ライフイベント

に横断的に対応できる窓口機能の設置

を検討しています。具体的な課名や組織

体制については、今後、庁内に設置した

業務改革プロジェクトの検討を通じて

精査を進めます。 

２７ 南松本に行政機能を設置する理由が

人口重心に近いという点がよく分から

ない。交通渋滞で不便な地にわざわざ設

置する必要はないように思える。 

【オ その他】 

市南部地域には多くの若年層や子育

て世帯が居住していることから、将来的

な人口動態を考慮すると、この地域での

行政サービスの充実が重要であると考
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えています。交通環境については、ご指

摘のとおり現状では課題があることは

認識していますが、現在、宮田前踏切の

立体交差化工事に着手しているほか、都

市計画道路芳野双葉線の整備計画も進

めているため、将来的には交通利便性の

向上を見込んでいます。５０年以上に渡

り使い続ける庁舎として、将来展望を総

合的に勘案し、南松本の市有地に行政機

能を整備するものです。 

２８ （仮称）松本駅前センターは松本駅を

中心に集うエリアとしての存在感が全

く無く、とってつけた計画に過ぎない。

もっと本庁舎の在り方を真剣に考えて

ほしい。 

【オ その他】 

（仮称）松本駅前センターは、単に窓

口を設置するものではなく、「市民に身

近な市役所づくり」の考え方に基づき、

交通結節点における行政サービスの提

供を通じた市民の利便性向上とまち全

体の活性化につなげる観点から配置を

行うものです。 

２９ ＪＲやアルピコから、地域交通の利便

性向上や交通ターミナル機能の強化に

関わる計画は発表されていないように

思うが、市は、どのように想定して（仮

称）松本駅前センターの計画を立てたの

か、もう少し具体的に示してほしい。 

【オ その他】 

松本駅前は昭和の区画整理から５０

年以上が経過し、多くの建物が更新期を

迎えて民間事業者による再開発の機運

が高まりつつあると認識している中で

計画を検討しているものです。 

３０ （仮称）松本駅前センターを申請・手

続の拠点とするならば、身近な地域拠点

を設置すればよいと思う。商店街の活性

化のためだとしたら、魅力的な商業集積

を高める別な施策の方が有効ではない

か。 

【オ その他】 

松本駅が立地する中心市街地エリア

には１日当たり約７０，０００人が集ま

り、ＪＲ松本駅の乗車人員は１日約１

５，０００人に上ることから、通勤や買

物で駅を利用する市民が立ち寄れる窓

口のニーズは高く、利便性の向上が図ら

れると認識しています。加えて、駅前へ

の行政施設の配置を契機に民間の開発

機運をより高め、新たな投資を引き出す

ことで、まち全体の活性化に貢献するも

のと捉えています。 

３１ （仮称）松本駅前センターの計画につ

いて具体的に示してほしい。 

【オ その他】 

交通事業者の再開発を視野に検討を

進めたいと考えていますが、現時点で駅
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３２ （仮称）松本駅前センターは、賃借料

が高い駅ビル内に整備するのか。 

ビル内への整備を決定しているわけで

はありません。「えきまえエリアビジョ

ン」の策定と歩調を合わせながら、民間

事業者の動向や賃料等の諸条件も踏ま

え、松本駅前エリア全体の中で最適な立

地を検討します。 

３３ （仮称）松本駅前センターが新たに追

加されている。新たに追加されても庁舎

施設管理にかかるランニングコストは

現状よりも下がるのか。下がるのであれ

ばどのくらい下がるのか。 

【オ その他】 

（仮称）松本駅前センターは民間施設

の賃貸借を念頭に検討を進めています。

賃貸借の場合、維持管理コストは賃料に

含まれるため、施設全体を所有・管理す

る場合のような大規模な維持管理費が

別途発生することはありません。現時点

では入居先が定まっていないため具体

的なコストを示すことはできませんが、

今後の検討において本庁舎等と合わせ

て全体のランニングコストの精査を進

めます。 

３４ （仮称）松本駅前センターの設置につ

いて、松本駅の利用者が大変多いと示さ

れているのであれば、「松本駅前」と本

庁舎を分離せずに両者をセットで、ＪＲ

と共同で駅ビルを再開発すれば、イニ

シャルコストは計画案に示されている

金額よりも安価で整備できるのではな

いか。 

【エ 対応が困難な意見】 

基本構想において、本庁舎は現地

（丸の内）で建て替えることを定めてい

ます。（仮称）松本駅前センターについ

ては、民間事業者による再開発の動きな

ども視野に入れつつ、交通結節点で利便

性の高い松本駅前に申請及び手続の拠

点を設置するものです。 

   

エ 上位・関連計画の整理 

№ 意見等の概要 市の考え方 

３５  松本市総合計画の「高品質な行政サー

ビスの提供」において、「リスク分散に

対応する質の高い行政サービス」とは、

どういうことを意味するのか。「リスク

を分散して質の高い行政サービスを提

供する」であるなら分かる気がする。 

【オ その他】 

デジタル化、新たな働き方及びリスク

分散という、現代社会で求められている

潮流や要請に対応しながら、質の高い行

政サービスを提供することを意図して

記述しています。 
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３６ 都市計画マスタープランは、松本駅周

辺の高層マンションに住む人々の利便

性が向上する計画と推察するが、中心市

街地への自動車の乗り入れを制限する

方針がある中で、大多数の周辺部に住ん

でいて何らかの方法で当該エリアに移

動して来なければならない人々がその

恩恵を享受するにはどうしたらよいの

かよく分からない。補足説明してもらえ

るとありがたい。 

【オ その他】 

都市計画マスタープランは、駅周辺住

民の利便性だけを意図したものではあ

りません。中心市街地と郊外部との連携

を重視した都市づくりを基本方針とし

て、郊外部からの公共交通ネットワーク

を強化し、中心部の医療・商業・文化機

能へのアクセスを改善することで、全て

の市民が恩恵を受けられるよう取り組

むものです。 

 また、中心市街地のウォーカブル区域

を設定する取組みでは、区域に入らない

位置に自動車を受け止めるための駐車

場設置も検討しており、乗換えを前提と

しますが、郊外部からの移動への配慮を

行うものです。 

３７ 松本市公共施設再配置計画において、

大手事務所と情報創造館は用途見直し

とある。具体的にはどういうことか。 

【オ その他】 

公共施設再配置計画における再配置

方針として、大手事務所及び情報創造館

については新庁舎建設に合わせて用途

見直しを行うものとしているものです。 

３８ 松本市耐震改修促進計画では、市有施

設のうち災害拠点施設等の令和７年に

おける耐震化率目標を１００％として

いるが、達成できるのか。ただの目標な

のか。 

【オ その他】 

市有施設のうち災害拠点施設等の耐

震化率は令和６年度時点で９８．９％で

あり、令和７年での１００％達成は難し

い状況です。庁舎や支所出張所、小中学

校、体育館、病院、診療所等主要施設の

耐震化は既に完了していますが、   

１００％の耐震化完了を目指し、鋭意取

組みを進めます。 

３９ 松本市業務継続計画において、非常時

の職員の対応における対策として備蓄

場所の確保について検討としているが、

いつ検討するのか。 

【オ その他】 

Ⅰ期棟に災害対策本部の設置を計画

していることから、災害対応職員用の備

蓄倉庫の配置を設計の中で検討します。 

４０ 史跡松本城整備基本計画における三

の丸地区（指定範囲外）活用のための整

備として、「保存につなげるための周知

（サイン整備等）が必要」とあるが、サ

インではわかりづらいのでサイン・看板

等とすべきではないか。 

【エ 対応が困難な意見】 

既に策定済みの計画であるため、修正

は困難です。 
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⑵ Ⅱ 新庁舎のあり方・導入機能に関する意見 

 ア 分かりやすさ・使いやすさを実感できる庁舎 

№ 意見等の概要 市の考え方 

４１ 「手のひら（スマートフォン）」か

ら「３５地域づくりセンター」まで、

市民サービスを層で捉える構成には

共感する。また、デジタル化による利

便性向上と行政業務の効率化の方向

性も非常に意義がある。一方で、手の

ひらの中で行政サービスが完結する

ことは便利である一方、「市政」と「市

民」との距離が遠のく懸念がある。 

【イ 趣旨同一の意見】 

総務省の自治体フロントヤード改革手

順書（２２ページに抜粋表記）で示される

考え方の下、デジタル技術の活用による住

民サービスの向上を図ります。加えて、必

要な場面では対面で寄り添える体制も整

え、オンラインと対面の双方を含めた接点

の多様化・充実化を図ることで、これまで

以上に市政と市民の距離は近づくものと

考えています。 

４２ 市民が他階へ移動することなく、対

面やオンラインにより１階で用事が

済めば楽になるが、複数部署が関わ

り、紙資料が必要な場合もある。複雑

案件では利用者停滞も想定される。複

雑案件への対応方法を具体的に示し

てほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

２１ページの「新たなワンストップサー

ビスの導入」において、複数部署をまたぐ

案件への対応方法として来庁された市民

の皆さまが移動するのではなく、職員がオ

ンライン等で切り替わることで対応する

方法を記載しています。 

４３ 転入転出の手続を同じ建物ででき

るようにしてほしい。可能であれば同

じフロアで。特に、年寄りで介護手続

などが有るとき、別の建物や階段を使

わなくてはならないのはとても大変 

【イ 趣旨同一の意見】 

総合窓口を庁舎１階に配置し、移動する

ことなくワンストップで手続が完結する

仕組みを構築します。 

４４ ２階から上も市民に開放してほし

い。各階に窓口がある方が、市民・職

員ともによいと考える。 

【オ その他】 

市民や事業者が利用する機能は１階に

集約し、移動することなく効率的にあらゆ

るサービスをワンストップで提供する総

合窓口を設置します。従来のように目的に

応じて様々な課を行き来するケースが無

くなるため、より分かりやすさや使いやす

さを実感できる庁舎になるものと考えて

います。 

なお、基本設計において、新庁舎から眺

望を楽しむことができるような配置や

ゾーニングの具体的な検討を行います。執

務フロアとのセキュリティ確保を施した



12 

 

上で、市民や観光客が上層階に上がれるよ

うな動線や配置を検討します。 

４５ 駐車場・駐輪場からの動線として、

屋根付きのプロムナードや車いす駐

車場、車寄せの設置は可能なのか。  

【イ 趣旨同一の意見】 

２５ページに記載のとおり、来庁者の安

全性や雨・雪への対策などの快適性に配慮

した動線となるよう整備を行います。 

 動線を含めた具体的な配置位置は、設計

過程において平面計画の詳細を精査し、丁

寧に検討を進めます。 

４６ 在宅医療児の子どもがいるが、今の

庁舎は車椅子の駐車場が少なく、一般

車両の駐車場が狭すぎるため、不便で

使いづらい。雨に濡れない道があると

助かる。 

 

イ 松本城と共に時を刻む庁舎 

№ 意見等の概要 市の考え方 

４７ 最上階に松本を見わたせるような展

望スペースが欲しい。市民の憩いのス

ペースと観光客への景観都市岳都松本

のイメージ広告塔の役割を期待してい

る。 

【ウ 参考とする意見】 

基本設計において、新庁舎から眺望を

楽しむことができるような配置やゾーニ

ングの具体的な検討を行います。執務フ

ロアとのセキュリティ確保を施した上

で、市民や観光客が上層階に上がれるよ

うな動線や配置を併せて検討します。 

４８ 現在の展望室、また市ホームページ

の市役所からのお城、城山、北アルプ

スが見えるライブカメラのファンは全

国にいる。新庁舎の最上階に、市民と

観光客が気軽に気兼ねなく入れる展望

スペースを作って、松本の新名所にし

てほしい。 

４９ 新庁舎最上階は松本城と北アルプス

を眺められる展望室として、市民や観

光客に開放してほしい。その上で、楽

都松本の象徴として誰でも自由に弾け

るピアノを設置し、市民によるミニコ

ンサートやＯМＦ開催時には出前コン

サートなどを企画したらどうか。 

５０ １階の西に松本城やアルプスを望

み、東には片端の街並みや美ケ原を望

める休憩できるテラスがほしい。 

５１ 新庁舎に展望テラスを作って、松本

城などを見られるようにしてほしい。

レストランも併設希望。 
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５２ 松本城に隣地する庁舎は全国に発信

出来る観光スポットになる。庁舎間を

つなぐ通路を城とアルプスを望む絶景

を楽しめるように設置し、カフェテラ

ス風にしてほしい。 

５３ 松本城・アルプスの眺望を楽しむこ

とができるような施設、配置、ゾーン

を施すとあるが、平面計画・階層計画

に記述がない。屋根付きで眺望できる

場所を設置してほしい。その上で、観

光客から収益を得られるようにし、市

庁舎の維持管理に充てると、住民税納

付している市民に恩恵があると思う。

松本城とセット入場券販売も検討し松

本城ではできない展望カフェスペース

があればなお良い。 

５４ 「眺望を楽しむことができる施設」

について、市民や観光客がどのように

利用できるのか、平日以外にも多くの

人が訪れやすい施設運用が検討されて

いるのかも含め、具体的な検討状況を

伺いたい。 

５５  既存庁舎からの眺望として城とアル

プスが見える写真が載っているが、建

設後の庁舎から“市民"も市役所職員と

同様に眺望を望むことができるように

錯覚する。庁舎から望むことができる

眺望は、２階より上に市民が行かない

庁舎においては職員や議員に限られ、

市民のものではないのではないかと考

える。 

５６ 市民のためのスペースが１階のみの

ようなので、眺望を楽しめるのは市職

員の方々だけなのか。 

５７ 市庁舎最上階からの松本城と北アル

プスの景観は市民共有の財産で景観を

眺望するのは市民の権利。その権利を

無視した新市庁舎の設計案には反対。

新庁舎最上階に市民に開放された展望

室設置が不可欠 
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５８ 展望室に代わるものとして屋上を展

望テラスとして屋上緑化をしてほし

い。太陽光パネルで覆うのは控えてほ

しい。 

【ウ 参考とする意見】 

屋上部分の具体的な配置は基本設計に

おいて検討します。 

５９ 太鼓門から東山美ケ原が望めるよう

にしてほしい。城下町松本の景観及び

高さ制限の手本となる建築を望む。 

【イ 趣旨同一の意見】 

高度地区における高さ制限を遵守し、

松本城天守や太鼓門から望む山並みの眺

望を守るとともに、周辺と調和した景観

の形成に努めます。 

６０ シンプルな白一色の壁ではなく、エ

コで、山をイメージできる市庁舎だっ

たら松本らしいと思う。 

【イ 趣旨同一の意見】 

周辺と調和した景観の形成に資する庁

舎となるよう、色彩や外観デザインに配

慮しながら今後設計を進めます。 ６１ 「ひと、まちを結ぶ役割」や「松本

城を核とした新たな公共空間の創出」

について、本当の意味での実現を期待

している。ただ場所をつくるのではな

く繋がりあう魅力溢れる空間が創出さ

れ、ランドスケープも合わせて松本城

と市役所庁舎の外観の調和も重要 

６２ 近代的な建物では無く、松本城の景

観に合った建物になると良い。 

６３ 北アルプス、松本城を望み、美ケ原

や鉢伏山を眺められる立地は、松本随

一であることから、オフィスとしての

市役所だけにとどまらず、魅力的な建

築としての市役所としてほしい。庁舎

本体の骨格が、１００年後には重要文

化財、２００年後には国宝になるくら

いの長期的な覚悟をもって考えてもら

いたい。 

【ウ 参考とする意見】 

イベントや日常的な賑わい、そしてそ

れらを支える質の高い建築空間や公共空

間は、松本らしさを形づくる重要な要素

であると認識しています。新庁舎の整備

に当たっては、松本城や周辺の歴史的景

観と調和し、まちの品格を高め、魅力的な

建築物となるよう、今後設計を進めます。 

６４ 現在の本庁舎の展望室は、閉庁して

いる時には入れない。 

 新庁舎建設を機に独立した展望台を

建設して有料(市民は無料)でも土日祝

日や夜間でも観覧できるようにしてほ

しい。ある程度の広さで、天守閣の高

さと天守閣を見下ろすような複数の階

層にすれば、観光面でも滞在時間が増

え、市内宿泊者数が増える可能性があ

ると思う。 

【エ 対応が困難な意見】 

基本設計において、新庁舎から眺望を

楽しむことができるような配置やゾーニ

ングの具体的な検討を行いますが、庁舎

の高さは松本城周辺高度地区の指定に基

づき、１８ｍの制限を設けているため、天

守を見下ろす階層で建築することは困難

です。 



15 

 

６５ 松本城を見下ろして一望するには唯

一無二の場所なので、展望室を作って

欲しい。その上で、観光客用に物産を

売る場所も兼ねると良いと思う。 

６６ 階段を登って最上階で景観を楽しむ

ような（安曇野市役所のような）心地

よさや、街への愛着を育むスペース・

動線がデザインされていない。こうし

た機能は本庁舎側敷地が担うことにな

るのか。そうであれば本庁舎側敷地に

ついて、もう少し具体的な計画を示し

てほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

ゾーニングはイメージとして示してい

ます。今後の基本設計において、市民や観

光客の皆さまも上層階で眺望を楽しめる

ようなスペースの配置や動線の具体的な

検討を行います。 

６７ イベントや日常的な賑わいが松本な

らではの魅力になっていると思う。建

築物が生み出す場の雰囲気の質の高さ

が重要 

【ウ 参考とする意見】 

イベントや日常的な賑わい、そしてそ

れらを支える質の高い建築空間や公共空

間は、松本らしさを形づくる重要な要素

であると認識しています。新庁舎の整備

に当たっては、松本城や周辺の歴史的景

観と調和し、まちの品格を高め、魅力的な

建築物となるよう、今後、設計を進めてい

きます。 

６８ 新庁舎内に市民が利用できる食堂や

展望エリアを設けていただきたい。そ

れらを「将来の本庁舎跡地側で検討す

る」とする方針では、建築的にも計画

的にも整合性を欠く。建物と敷地利用

を一緒に構想していただくことで、真

に市民に開かれた庁舎となると考え

る。 

【ウ 参考とする意見】 

現時点では本庁舎側敷地の具体的な利

活用方針は定めておらず、今後、アイデア

を広く集めながら、幅広い可能性を検討

し、具体化を図っていきます。新庁舎にお

ける展望スペースについては、基本設計を

通じて、市民や観光客の皆さまも眺望を楽

しむことができるような配置やゾーニン

グの検討を行います。 ６９ まちを見渡せる展望スペースや昼休

みに立ち寄れるテラス、天候に左右さ

れない柔軟なオープンスペースがある

庁舎を実現していただきたいです。「１

０年後に考える」のではなく、「今、同

時に考える」姿勢で計画を進めていた

だきたい。 

７０ １０年待たずに、ほとんどの職員は

在宅勤務となり、オフィスとしての市

役所スペックは意味を持たなくなるか

もしれない。「市役所オフィス」は時

【エ 対応が困難な意見】 

働き方の多様化やデジタル化の進展に

より、行政の業務形態も変化していくもの

と認識していますが、専門職員が執務を行
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代にそぐわないクローズドな建物とし

て、魅力が無くなる事も想定される。

現東庁舎敷地に限定して効率を重視し

た「市役所オフィス」を計画するので

はなく、本庁舎敷地の活用も念頭に、

オフィスとしての機能が重要でなく

なった際にも、松本城に近接した立地

特性とフレキシブルな対応が可能な建

築の質を備え、市民に活用される「シ

ティホール」としての市役所を目指し

て計画してほしい。 

うバックオフィスや総合窓口を配置する

市役所本庁舎はスリム化を図った上で一

定の規模を有する建物として今後も必要

であると考え、市役所庁舎は東庁舎側敷地

に建設する計画としています。 

その上で、より松本城に近接している本

庁舎側敷地では庁舎以外の使い方ができ

る新たな公共空間として整備・利活用を図

ることを基本的な方向性として示してい

るものです。 

７１ 近年特に住宅地を中心に景観がちぐ

はぐになってきている。沢山の家が建

ち始め家だけは新しくなっているが敷

地のほとんどが整備されていない状況

がある。そうした中、現在の新庁舎の

計画では到底調和の取れた景観形成が

できない。東側と現本庁舎側敷地の利

用の一体化が必要 

【ウ 参考とする意見】 

松本城とともに時を刻む庁舎として、

松本城や松本城公園、東西の山並みなど、

松本を象徴する周辺と調和した景観形成

を図っていきます。なお、本庁舎側敷地

は、松本城や周辺の空間と連動した多様

な利活用の可能性を秘めていることか

ら、松本城を核とした公共空間の整備と

併せて検討します。 

７２ 本庁舎側敷地には庁舎を建設しない

とのことだが、１０年後どのようにこ

の場所を活用するのかも、同時に具体

的な計画を示してほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

本庁舎側敷地は、松本城の歴史的登城

ルートに面する特別な空間に位置してい

ます。松本城や周辺の空間と連動させた

様々な利活用の可能性を秘めていること

から、松本城を核とした公共空間の整備

の進捗と合わせながら検討を進める必要

があると考えています。 

新たな公共空間としての整備・利活用

を基本的方向とした上で、令和８年度か

ら検討のプロセスや枠組みとともに当該

地の位置付けやコンセプトの整理に着手

し、利活用策については市民や民間事業

者等の英知、アイデア等を広く集めなが

ら具体化を図ります。 

７３ 本庁舎側敷地利用に関する記述につ

いて、あまりにも抽象的でイメージで

きない。新庁舎とその周辺の整備計画

は一体的に考えるべきだと思う。 

７４ 本庁舎側敷地利用について、抽象的

で具体性がない。丸の内エリアは松本

市役所を中心に機能を集約し、市民が

集い、市民として一体感をより一層感

じられるものにすべきではないかと思

う。 

７５ 本庁舎跡の利活用も同時にもっと考

えてほしい。 

７６ 全体計画で本庁舎跡地の使用目的が

アバウトすぎる。本庁舎跡地利用も合

わせて議論いただきたい。 

 外部の都市計画・建築家・文化芸術
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家など参加していただき市民ワーク

ショップも開催し慎重な議論を望む。 

７７ 松本城を間近に望むこの場所は、市

民の活動と景観が交差する都市の要。

庁舎前広場と本庁舎跡地を切り離さ

ず、一体的に計画していただきたい。

庁舎は都市の骨格を形成する建築。敷

地全体の構想と切り離せない。初期段

階から総合的に設計してほしい。 

７８ 多目的に利用できる屋外空間の写真

は、庁舎に隣接した多目的広場がある

ような印象を与えるが、東庁舎敷地で

は広場空間を設けることはできない。

また、市の説明ではその広場は現在の

本庁舎敷地を想定しており、今回の庁

舎計画として整合性がないように感じ

る。現本庁舎敷地の利用については 

１０年後であり今回は考えないとい

う、市民説明会時の回答とも整合性が

ない。仮に現本庁舎敷地の利用の話を

今回の計画に加えるとしたとして、現

本庁舎と現東庁舎の間には都市計画道

路があり、庁舎前の多目的屋外空間と

は言えないのではないか。 

７９ 現本庁舎敷地は大きな可能性を持っ

ている。本庁舎敷地を空地として民間

活力に委ねる選択肢もあるが、今回計

画する市庁舎と連動する施設になり得

るか懸念している。現東庁舎に市役所

の執務機能と最低限の市民サービスを

計画した「市役所オフィス」を建設し、

歴史の蓄積を受け継ぐ松本城を核とし

た新たな公共空間の整備と連動に対す

るビジョンと、現本庁舎敷地の活用に

言及しない、新庁舎建設基本計画の在

り方に大きな疑問を感じる。 

８０ 本庁舎跡地の活用についての方針が

示されていないことは、三の丸ビジョ

ンでも明記されなかったことも踏ま

え、今後のまちづくりにおける重要な
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課題。現地建て替えが決定した東庁舎

と、現在の本庁舎跡地とがどのような

関係性を持つのか、その位置づけやコ

ンセプトを明確にしていただきたい。

本庁舎側敷地活用の議論が既に始まっ

ているのか、今後どの段階で市民に示

されるのか。基本構想に掲げられた「人

とまちを結ぶ庁舎」という理念が、現

計画に十分反映されていないように感

じられる。 

８１ 多目的に利用できる憩いの屋外空間

とあるが、過度な屋外空間は必要ない

と考える。新たに整備するのではなく、

既存の公園や民間の屋外スペースを活

用してほしい。災害時に雨風暑さ寒さ

がしのげるような屋根付きのスペース

がほしい。 

８２ 松本は標高が高く日射が強い。昨今

の酷暑もあり、本庁舎側敷地に屋根下

空間が必要 

８３ 災害発生時には、職員が車で参集す

るほか、県内外の省庁や自治体から多

数の車両も支援に駆け付けるため、駐

車スペースの確保が課題となる。庁舎

に附属する駐車場の規模については、

本計画の考え方で差し支えないが、現

本庁舎の敷地を災害時に有効に活用す

ることを視野に入れてほしい。平常時

には観光に、災害時には緊急対応に活

用できるような「フェーズフリー」の

発想で現本庁舎敷地の活用を計画して

ほしい。 

８４ 松本の気候条件の厳しさを踏まえ、

屋外空間の設計をより丁寧に考慮して

ほしい。屋根付きの半屋内広場や風を

制御する庇空間など、天候に左右され

ず利用できる仕掛けを備えてほしい。

八戸市の「マチニワ」のように、季節

を問わず人が集える全天候型の広場を

参考にしてほしい。 
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８５ 本庁舎側敷地について、建物は建て

ずに多目的広場としてのみの利用とい

うことを意図しているのであれば、計

画変更をお願いしたい。世界遺産登録

に向けたビジターセンターの設置（設

置をすることで世界遺産登録に向けた

登録の意志を強く示す。）やカフェス

ペースを併設した憩いの場などを設け

てみてはどうか。 

加えて、かつての古地図にあった「大

腰掛」の再現やビジターセンターにお

ける火縄銃展示館の併設なども考えら

れる。 

８６ 新庁舎の整備を「行政施設の更新」

にとどめず、松本城を核としたまち全

体の再編・活性化の機会として位置づ

けている点に強く共感する。その上で、

庁舎移転後の現庁舎跡地については、

ホテルを含む複合民間施設としての活

用を検討してほしい。税収増などの効

果もあると考える。 

８７ 本庁舎側敷地に、松本城、北アルプ

スを望むデッキを作り、足湯、カフェ

等併設した観光と市民が交流できる場

所を検討してほしい。 

８８ 新たな公共空間として整備検討して

いる本庁舎敷地は、松本城と一体とな

るような回遊性のある開発を検討して

ほしい。お城と一体となるような公園

広場や、イベントスペースとしても活

用できるような設計であれば、今後イ

ベントの誘致なども増え、街の活性化

にもつながると思う。 

８９ 本庁舎側敷地は、新庁舎と松本城を

つなぐ都市公園としてデザインし新庁

舎と一体化して整備してほしい。 
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９０ 本庁舎側跡地は後で利用を考えると

いう案に反対。私は先々民間に払い下

げられるのではないかという不信感が

ある。本庁舎跡地は庁舎整備と同時進

行で、松本城と新庁舎をつなぐ庭園と

して、市民公園として整備してほしい。 

【エ 対応が困難な意見】 

Ⅱ期棟供用開始後に本庁舎を解体する

手順で整備を進めるため、庁舎整備と同

時に本庁舎側敷地を整備することは困難

です。建替期間中における市民サービス

への影響を最小限に抑えるために段階的

に庁舎を整備する計画としています。な

お、市民の財産である本庁舎側敷地を民

間に譲渡する考えはありません。 

９１ 本庁舎側敷地の活用について言及が

ない。本庁舎敷地で何らかの施設を計

画するのであれば、整備スケジュール

の変更が必要と考える。 

【エ 対応が困難な意見】 

本庁舎敷地の整備に着手するために

は、現本庁舎の解体が必要となります。新

庁舎供用開始後に現本庁舎を解体するス

ケジュールとしていることから、まずは

本計画で示す整備スケジュールの下、新

庁舎の整備を進めます。 

９２ 現本庁舎を解体して「公共空間の整

備」とするとしているが、なぜそうす

るのか理由や説明がなく、よく分から

ない。 

【オ その他】 

本庁舎側敷地は、松本城に向かい合う

特別な空間であることから、庁舎をスリ

ム化することで当該敷地には庁舎を建て

ないこととし、松本城を核とした公共空

間の整備と併せて新たな公共空間として

の整備・利活用を図ります。 

９３ 本庁舎側敷地は、「撤去跡地」とす

るのではなく、市民・行政・観光が交

差し、デジタルとリアルが補完し合う

ハイブリッド行政モデルとなる“太鼓

門プロムナード”として再生すること

を提案したい。 

・本庁舎の「前庭」として位置づけ、

庁舎１階の市民窓口エリアと視覚的・

動線的に連続させることで、行政サー

ビスとまちの回遊導線をつなげる。 

・カフェ・観光案内・緑地を融合した

滞留型公共空間として、市民・観光・

行政が交わる都市型オープンスペース

を設置 

・本庁舎１階に「デジタル市民ステー

ション」を設置し、オンライン庁舎構

想をリアル空間で体現 

【ウ 参考とする意見】 

本庁舎側敷地は、松本城や周辺の空間

と連動した多様な利活用の可能性を秘め

ていることから、松本城を核とした公共

空間の整備と併せて検討します。なお、本

庁舎１階は、新たなワンストップサービ

スを提供するため、オンライン窓口や電

子申請端末の配置を行うことで、必要な

機能を配置します。 
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 ウ コミュニケーションが芽生える庁舎 

№ 意見等の概要 市の考え方 

９４ 「コミュニケーションが芽生える

庁舎」「リスクに備える庁舎」とある

が、プランを見る限り、市民同士が主

体的に対話・交流を行うスペースや、

災害時の一時避難を可能にするス

ペースなどは設定されていない。交流

スペースは市民スペース内に組み込

まれるのか。市民同士の交流を育む余

地・スペースが見当たらない。 

【オ その他】 

交流スペースは階層計画における「市

民スペース」に含んでいます。市民スペー

ス内に設置する共創スペースとともにフ

レキシブルに活用することで、コミュニ

ケーションが芽生える庁舎として、市民

同士、更には市民と職員との交流や対話

を生み出せる空間を創ります。 

９５ １階の市民対応スペースは、現東庁

舎の待合スペースと同程度で貧弱な

スペースで計画されている。通常時の

市民交流、災害時の対応スペースとし

て「オフィススペース」以外の、バッ

ファースペースの計画が不可欠。具体

的な市民ニーズの拾い出しや、市民活

動との連携を見据えた、実効力のある

市民ワークショップ等により、交流機

能を検討してほしい。 

９６ 新庁舎には、市民活動が感じられる

場所、カフェ、市民ラウンジ、子ども

連れコーナーなど、立ち寄るだけで居

心地がいいと感じる空間をつくって

ほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

市民スペースに配置する具体的な機能

は、基本設計において検討を行います。 

９７ ピロティーの様な雨をしのげるス

ペースや、災害時の避難と負傷者緊急

医療スペースを確保してほしい。 

【エ 対応が困難な意見】 

新庁舎は災害時には対策本部として情

報収集や指令機能を担う防災拠点となり

ます。 

一方で、多くの市民が避難される避難

所は、広いスペースや専門的な設備が

整った体育館、学校で、そして、負傷者へ

の緊急医療対応については、医療機関な

どで行うこととなっているため、庁舎内

に大規模な避難所・医療スペースを設け

ることは考えていません。 

９８ 市民のための多目的ホールを設置

してほしい。 

【エ 対応が困難な意見】 

新庁舎は、市民への行政サービスの提

供を第一に考えた施設配置を基本として
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おり、限られたスペースの中で窓口機能

や相談機能、災害対策本部など、庁舎とし

て必要な機能の確保を優先しています。 

 多目的ホールについては、近隣にМウ

イングやまつもと市民芸術館など、様々

な規模・用途に対応できる施設が既に整

備されており、多くの市民に利用いただ

いています。これら既存施設とともに中

心市街地全体として様々な活動を支える

環境づくりを進めていきます。 

９９ アート展示、図書閲覧、勉強やカ

フェ利用など、多様な過ごし方ができ

る空間を整備し、「今日はちょっと

寄っていこう」と思える庁舎にしてほ

しい。市民が日常の延長で訪れ、自然

に過ごせる庁舎を実現していただき

たい。 

【エ 対応が困難な意見】 

中心市街地には松本市立博物館、中央

図書館、Мウイングなど、文化活動や学

習、交流の場として充実した施設が集積

しています。 

これらの施設は、ゆったりと時間を過

ごし、文化に触れていただくための専門

的な機能を備えています。新庁舎は、行政

サービスの提供拠点としての役割を担う

施設として整備を行うため、ご提案いた

だいた空間の整備は難しい状況ですが、

それぞれの施設が特性を活かし、まち全

体で市民の多様な過ごし方を支えていき

たいと考えています。 

１００ 松本にはМウイングや芸術館など

市民活動の拠点が点在している。それ

ぞれの活動をつなぐことで、より豊か

な動きを生み出してほしい。そのため

に新庁舎がハブとして、市民の力を集

める仕組みを構築してほしい。コー

ディネーター配置、交流イベント実施

などを検討してほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

基本構想では「コミュニケーションが

芽生える庁舎」としてまちとひとを接続

するハブ機能をこれからの市役所庁舎の

役割の一つとして捉えています。新庁舎

内でコーディネーターの配置や交流イベ

ントの開催が実際にできるかどうか不透

明な部分はありますが、活動をつなぐ仕

掛けづくりを今後検討します。 

１０１ 市の中央地区にこだわらないが、塩

尻のえんパークのように、市民や事業

主でも気軽につかえる、交流センター

や学びのための会議室、自主上映や発

表に使えるステージなどのスペース

の設置をお願いしたい。 

【オ その他】 

市内にはＭウイングをはじめ各地区公

民館など、交流や学びの拠点施設を配置

しています。各施設において老朽化等の

課題がある中、時機を捉えながら時代に

即した利用しやすい施設となるよう対応

を進めます。 
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１０２ 今の庁舎は照明も雰囲気も暗いの

で、明るい場所にしてほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

２７ページに記載のとおり、開放的で

明るく親しみやすい庁舎を目指します。 

１０３ 議場が空いている時は市民ホール

として使用できる工夫を検討いただ

きたい。 

【ウ 参考とする意見】 

他自治体における議場の活用事例を参

考にするとともに、市議会の意見を聴き

ながら議場の具体的な設計条件の検討を

今後進めます。 

１０４ 議会閉会中は議場を市民に開放す

るようなマルチな使い方にしてほし

い。 

  

エ 新たな時代のオフィスのモデルとなる庁舎 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１０５ 新庁舎が、市民サービス向上のみな

らず、職員にとっても働きやすい環境

であることを願う。良好な職場環境は

優れた人材の確保につながり、最終的

にはより良い市民サービスの提供へ

とつながると考える。 

【イ 趣旨同一の意見】 

ご意見のとおり、職員が働きやすい執

務環境は、提供する行政サービスの質の

向上につながるものと認識しています。

バックオフィスにおける効率的な事務室

機能の配置、ユニバーサルプランやＡＢ

Ｗの導入などを通じて執務環境の向上を

図っていきます。 

１０６ 仕事柄よく市役所を訪れるが、現在

の庁舎は狭い空間にたくさんの職員

が配置されている印象がある。万が一

の際に職員の安全が確保される環境、

構造の市役所であってほしいと願う。 

【ウ 参考とする意見】 

庁舎内で非常事態が発生した場合に来

庁した市民や職員が、安全かつ迅速に建

物外に退避できるよう、今後設計の中で

構造や動線の検討を行います。 

  

オ リスクに備える庁舎 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１０７ ＤＸ・デジタル化を進めることはよ

いが、良いことしか記載がない。サイ

バー対策、電力供給が中断した際の対

応、分散された各庁舎（南松本・松本

駅前・身近な地域拠点）から本庁本部

への情報収集手段等の指針は示され

るのか。 

【ア 反映する意見】 

新庁舎建設に当たり、災害などのリス

クに備えることは重要な視点であること

から、３３ページに電力をはじめとする

ライフライン途絶対策等について記載し

ています。 

 その上で、今回の見直しに当たっては、

能登半島地震やサイバー攻撃の発生頻度

が増加する社会状況等を踏まえることが

重要だと考えています。 

 この考え方を踏まえ、３３ページの「ラ

イフライン途絶対策」及び３４ページの
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「高度なセキュリティの確保」に係る説

明文を修正しました。 

１０８ 「リスクに備える庁舎」に関して具

体的なスペースの言及がない。本庁舎

は、市役所の意志決定の基幹施設とし

ての役割を持つと考える。災害時に、

国、県、支援自治体、民間支援団体等

との意志疎通と密接な関係を持つ為

には、支援者の執務、寝泊りは、本庁

舎にて行われる事が望ましく、その為

のバッファースペースが必要と考え

る。 

【イ 趣旨同一の意見】 

新たに庁舎内に設置する災害対策本部

（１，１００㎡規模想定）には、災害対策

本部やオペレーションルームのほか、応

援職員等支援者が活動する会議室や寝泊

りを行う休憩室などを含んでいます。災

害発生時に迅速に指揮や対応ができるよ

う、リスクに備える庁舎として整備を進

めます。 

１０９ 丸の内は防災拠点として、集中司令

ができるしっかりとした建物を建設

したらどうか。 

【イ 趣旨同一の意見】 

３３ページに記載のとおり、市役所は

災害発生時において迅速に指揮・対応を

担うことから、オペレーションルームな

ど災害対策に必要な諸室や機能を整備し

ます。 

１１０ １階に市民に直接対応する窓口が

あることから被災後の迅速な被災者

対応のためにも確実な浸水対策が必

要。扉部分だけ簡易な止水版ではな

く、確実に浸水を予防する防水壁を整

備してほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

設計過程において外構や配置計画の具

体化を図る中で検討します。 

 

カ 世代を超えて受け継がれていく庁舎 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１１１ 世代を超えて受け継がれていく庁

舎が必要。愛着を持ってもらう意味で

も、地域の木材をはじめとする自然素

材をしっかり使うことが大事 

【イ 趣旨同一の意見】 

３５ページに記載のとおり、世代を超

えて受け継がれていく庁舎として、地域

木材等自然素材の積極的な活用を図りま

す。 １１２ 内外装やオフィス設備について可

能な限り木質化をお願いしたい。特に

松本市産を中心とした地域産材を活

用してほしい。 
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⑶ Ⅲ 建設地の敷地条件に関する意見 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１１３ ３７ページの図における建設地の

示し方はこれでよいのか。５１ページ

との違いはあるのか。 

【ア 反映する意見】 

 ３７ページの図は、庁舎建設地の範囲を

示しているため、「建設地」を「新庁舎敷地」

の表記に修正します。 

１１４ 

 

民有地の取得見通しについて、具体

的な年月日を示すべきではないか。 

【エ 対応が困難な意見】 

 民有地の取得については、地権者との交

渉内容に関わるものであるため、具体的な

取得時期をお示しすることはできません。 

１１５ 

 

計画敷地は東西幅約３０ｍと推察

するが、２３ページ「視認性の高い窓

口配置」、２４ページ「待合スペースの

充実」、２５ページ「駐車場・駐輪場か

らのスムーズな動線(車寄せ)」など、

ゆとりを持った計画を目指す中で、幅

約３０ｍの敷地では物理的に実現困

難ではないか。 

【オ その他】 

 新庁舎の規模設定を前提に、敷地条件や

高さ規制等の中で必要とする面積を確保

できるかについて、専門業者による技術的

支援を受けながら、実現可能であることを

確認しています。 

敷地の東西幅の制約のもとで、南北方向

を活用した階層構成としますが、レイアウ

トや配置、動線の工夫により、ゆとりを

持った計画となるよう今後設計のなかで

検討します。 

１１６ 用地確保のために今の本庁舎と東

庁舎との間の市道を使うといいので

はないか。 

【エ 対応が困難な意見】 

 現本庁舎と東庁舎の間の市道１０９５

号線は、都市計画道路の指定がされてお

り、市民の円滑な移動を支え、災害時の緊

急輸送や避難経路を確保するためにも不

可欠と考えます。今後必要な整備を検討す

るものであり、庁舎のための敷地とするこ

とは考えていません。 

１１７ 都市計画道路の整備見通しが立っ

ていない。都市計画道路を付け替え

て、敷地の一体化を図ることで松本城

と連続するより自由で可能性が広が

る計画とすべきではないか。 

１１８ 日銀側の歩道はどのようにするの

か。 

【オ その他】 

 現本庁舎と東庁舎の間の市道１０９５

号線は、都市計画道路の指定がされてお

り、基本計画においても、都市計画道路の

整備拡幅を前提に庁舎建設地の敷地条件

等を整理しています。その前提のもと、歩

道も含めた道路整備について、庁舎建設の

進捗と合わせながら、今後担当部署と調整

し、必要な整備に向けて検討します。 
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１１９ 東庁舎のある場所は、片端の外堀の

横で、地盤が弱いのではないかと感じ

る。今の本庁舎の場所に建物を建て、

駐車場、公園や堀をうまく使った形で

整備した方が良いと思う。他自治体の

事例を参考にしてほしい。 

【エ 対応が困難な意見】 

 現在の東庁舎がある場所を含む中心市

街地は建築支持基盤が深いことを留意点

として認識しています。今後詳細な地質調

査を行い、設計及び施工において必要な対

策を講じます。 

 また、本庁舎側敷地については、松本城

や周辺の空間と連動した多様な利活用の

可能性を秘めていることから、庁舎を建て

るのではなく、松本城や周辺と一体となっ

た新たな公共空間として整備・利活用を図

ることを基本的な方向性とすることとし

ています。 

１２０ 表層の地盤は比較的軟弱で、大規模

地震の際には液状化現象の発生によ

る沈下のリスクが懸念される。地盤の 

データを確認して、沈下の恐れがある

場合には、外構部の地盤改良などの対

策を講じてほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

 建設予定地の地質調査を今後実施し、液

状化の可能性のある土層等の確認を行い

ます。調査結果に基づき、必要な改良対策

を計画します。 

１２１ 土塁を保存して欲しいが、保存され

るのか。 

【イ 趣旨同一の意見】 

 東総堀土塁跡については、文化財保護法

に基づく適切な保存措置を講じつつ、歴史

的価値等の周知などについても検討しま

す。 

 

 ⑷ Ⅳ 新庁舎の規模設定に関する意見 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１２２ 自身のここ３年位の市役所利用を

振り返ると、マイナンバー更新、期日

前投票、ＡＴМ東庁舎のみの利用であ

ることから、スリム化に賛成 

【イ 趣旨同一の意見】 

 今回の見直し案では、市民の皆様の利便

性向上の観点から、窓口をより身近な場所

や利用しやすい場所へ設置・拡充すること

としています。 

その上で、新庁舎建設に合わせて、スマー

トフォンやパソコンなどの情報端末等で、

自宅や職場などから手続や相談をオンライ

ンで行える仕組みを構築し、より身近な場

所で行政サービスを利用できる環境の整備

を進めることで、新庁舎の規模のスリム化

を実現します。 

１２３ コロナ禍以降、リモートワークやオ

ンライン手続が拡大しているため、庁

舎の大規模化は不要。ＤＸ推進を理由

に見直しをしているが、むしろ物理的

な庁舎の役割は縮小すべき。 
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１２４ 災害時には県や中央省庁、自衛隊な

どのリエゾン要員が多数入ることか

ら、過去の災害の事例を研究し、災害

対策本部室には十分なスペースを確

保していただきたい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

災害対策本部機能として、基本計画では

面積を１，１００㎡規模想定としており、

会議室や必要な諸室を設けつつ、応援要員

の受け入れを想定しても十分なスペースで

あると考えています。 

１２５ 当面の間は、現状程度の職員数で

推移するものと考えるとあるが、Ｄ

Ｘ化でスリム化できる人員を、必要

な部署へ回せば業務を回すことがで

きると思うが、今後、ＤＸ化できない

分野での人員増強は必要。「当面の間

が過ぎた後」に職員の人員削減の嵐

が吹くことがないようにしてほし

い。 

【ウ 参考とする意見】 

福祉分野における専門職員による相談

業務等、対面による対応が求められ、オン

ラインだけでは難しい業務は当然あると

考えます。そうした業務に必要な人員は配

置するとともに、庁舎建設に合わせ、行政

サービスの提供手段、仕事の仕方及び組織

体制の見直しを進めます。 

１２６ 最大配置職員数の検討において、

（仮称）松本駅前センターを未確定

要素とした場合と記述している。設

置するのか、しないのか。 

【オ その他】 

（仮称）松本駅前センターを最大配置職

員数の検討の中で未確定要素としている

のは、センターを設置することを前提に、

どれだけの職員体制とするかについて未

確定としているためです。 

１２７ 大手事務所は１０年後どうなるの

か。 

【オ その他】 

大手事務所は、行政手続のデジタル化や

生成ＡＩを始めＤＸ・デジタル化の更なる

推進により、ペーパーレス化の徹底等、業

務改革を進めた上で、新庁舎への統合を図

ります。 

１２８ 面積をもう少し広くしてはどう

か。 

【エ 対応が困難な意見】 

基本計画改定版（案）では、執務室をは

じめ諸室の機能が十分発揮されるよう規

模設定をしており、建設コスト等を考慮し

つつ、必要以上の規模とならないよう定め

ているものです。 

１２９ 全体的に小さく建て直すことしか

目立っていない。もっと夢や希望に

あふれるものにしてほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

新庁舎は、規模のスリム化によって東庁

舎側敷地に建設するとともに、現在の本庁

舎側敷地には、庁舎を建てず、松本城を核

とした公共空間の整備に合わせて、新たな

公共空間として整備・利活用を図ることを

基本的な方向性としています。 
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本庁舎側敷地の活用が、市民の皆様に夢

や希望を感じていただけるような空間や

施設の創出につながるように、検討過程に

おいて広く市民や民間事業者から意見を

募ることを考えています。 

１３０ 駐車台数が少ないため、本庁舎側

敷地に立体駐車場が建つことを懸念

している。松本市のイメージが損な

われることを懸念している。 

【オ その他】 

本庁舎側敷地は、松本城や周辺の空間と

連動した多様な利活用の可能性を秘めて

いることから、ご懸念の立体駐車場の建設

は想定していません。 

１３１ 駐車場の受止め率について、新庁

舎を３０％としていることの算出方

法は。 

【オ その他】 

南松本の（仮称）松本市役所保健所庁舎

は、車でアクセスしやすい立地であること

から、これまで本庁舎に車で来庁されてい

た方が行くことを念頭に５割と想定して

います。その上で、（仮称）松本駅前セン

ターは周辺人口や西部地域からの来庁を

考慮した上で２割程度とし、本庁舎には専

門職員の相談機能を引き続き設けること

から、申請・手続だけでなく相談業務も含

めた来庁需要を３割として、それぞれの駐

車場台数を整理しています。 

１３２ 新庁舎の来庁者駐車場の想定を 

５０台程度としている。（仮称）保健

所庁舎には駐車場がなく、松本駅前

センターは設置するかわからない

（未確定要素）とされている中で新

庁舎の駐車場を５０台で想定してい

るのはなぜか。 

【オ その他】 

（仮称）松本市役所保健所庁舎は、これ

まで本庁舎に車で来庁されていた方が行

くことを念頭に５割と想定しており、８０

台程度の駐車台数を確保するよう設計を

進めています。また、（仮称）松本駅前セ

ンターは設置することを前提に、来庁需要

を２割程度と想定しており、必要な駐車場

についてはセンターの設置場所が決まり

次第、確保に向け調整を行う予定です。そ

の上で、本庁舎については、申請・手続だ

けでなく相談業務も含めた来庁需要を３

割として、必要台数を５０台としているも

のです。 
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１３３ 駐車台数を増やしてほしい。 【オ その他】 

（仮称）松本市役所保健所庁舎や（仮称）

松本駅前センターとの間での利用想定や

将来像としての情報端末等からの手続・相

談ができる行政窓口の姿を見据えて、駐車

台数規模の目安として５０台を算出して

います。 

 直ちに５０台とするのではなく、Ⅰ期棟

の竣工時で１１８台、Ⅱ期棟竣工時で１０

６台、現本庁舎解体後５０台と、段階的に

減少していくものであり、１０年後の駐車

台数としては十分と見込んでいます。 

１３４ 観光客の多くは徒歩で散策するた

め駐車場台数の心配はないのではな

いか。 

【イ 趣旨同一の意見】 

駐車場の台数については、現庁舎に手続

等で来庁される方の台数をベースに算出

しているため、観光客による駐車は想定台

数に含めていません。 

 

 ⑸ Ⅴ 土地利用・配置計画に関する意見 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１３５ 今の庁舎のように２つに分かれる

のは利用しにくいため、まとめて１つ

の建物にしてほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

新庁舎は、現在の東庁舎側のみを敷地と

し、構造上２つに分かれますが、ほぼ一つ

の建物として集約するため、これまでより

来庁者の利便性は向上するものと考えま

す。 

１３６ ５１ページの配置パターンの図

が、３７ページの建設地の図や３９

ページの敷地図と同じ図ではない。

何か理由があるのか。 

【オ その他】 

５１ページは２棟構成とする場合の２

つの配置パターンを示したものであり、 

３７ページの建設地の図や３９ページの

敷地図とは意図が異なります。なお、３７

ページは庁舎建設地の範囲をより分かり

やすく示すよう修正します。 

１３７ 総堀の東側からもお城や新たな公

共空間を感じられるようにするべき

だと考えるので、配置パターン、平面

計画、階層計画には、現本庁舎部分は

もちろん、お城や太鼓門、総堀の東側

道路まで一体で表記し計画を進める

べきではないか。 

【オ その他】 

周辺の景観や総堀・太鼓門の連続性を意

識した庁舎整備を今後の設計で検討しま

す。なお、基本計画改定版（案）では、庁

舎建物の計画として平面計画及び配置計

画を記載しています。 



30 

 

１３８ 配置パターンの１と２で比較した

ときに、なぜ渡り廊下の位置が違う

のか。 

【オ その他】 

各配置パターンにおける平面計画の廊

下位置想定に基づき図示したもので、あく

まで配置イメージです。 

１３９ Ⅰ期棟とⅡ期棟の間に渡り廊下を

設置しているが、壁がだぶることで

建設事業費が上がるのではないか。 

【オ その他】 

渡り廊下の設置や壁の重複部分が生じ

ることでコスト増加はありますが、建替期

間中における市民サービスへの影響を最

小限に抑えるために、段階的に庁舎を整備

する計画としているものです。 

１４０ Ⅰ期棟とⅡ期棟を両方免振構造に

しても建設費は２割程度しか上がら

ない。Ⅰ期棟とⅡ期棟の間の壁を減

らして建設費を抑えた上で、災害時

市民のためにも全体を免震にすべ

き。 

【オ その他】 

建替期間中における市民サービスへの

影響を最小限に抑えるために、段階的に庁

舎を整備する計画です。Ⅱ期棟は建設コス

ト等も考慮し耐震構造を採用しますが、求

められる性能は十分確保できると考えて

います。 

１４１ 現本庁舎には庁舎を建てず利活用

を図ることはいいことだが、ただ空

地を設けても、その周りに店舗など

がなければ利用はされにくいと考え

る。敷地を分断する道路の位置付け

をかえて、お城から新庁舎の部分ま

で一体利用ができるようにした計画

としてほしい。  

【エ 対応が困難な意見】 

ご指摘の市道に関しては、市民の円滑な

移動を支え、古くからの町割りを示す道路

であることから、廃止することは難しいと

考えています。松本城を核とした公共空間

の整備の進捗と合わせながら様々な可能

性を探ります。 

１４２ 概要案に前面道路や敷地も狭い

中、駐車場の記載がなく心配になる。

景観に配慮したデザインの本庁舎や

職員用立体駐車場、公園等がある山

口市の市庁舎が参考となるので検討

してほしい。 

【オ その他】 

基本計画改定版（案）では、規模をスリ

ム化する前提で現在の東庁舎側のみを新

庁舎敷地とし、必要な建設面積を確保でき

るか専門業者による技術的支援のもとで

整理しています。また、駐車場については、

来庁の必要性そのものの減少を見込み、将

来的な来庁者駐車場規模を設定しており、

敷地と合わせ十分実現可能な計画である

と考えています。今後は、他市の優良事例

等の情報を収集し、設計段階において参考

とします。  
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 ⑹ Ⅵ 平面計画・階層計画に関する意見 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１４３ 平面計画・階層計画で、「新たな共

創・協働」がどのように反映されてい

るのか。市民と市職員との交流や対

話は、１階市民スペースに該当する

のか。市民スペースは狭いのでは。窓

口業務がある隣での活発なコミュニ

ケーションは困難ではないか。 

【ウ 参考とする意見】 

交流スペースは階層計画における市民

スペースに含んでいます。市民スペース内

に設置する共創スペースとともにフレキ

シブルに活用しながら、コミュニケーショ

ンが芽生える庁舎として、市民同士、更に

は市民と職員との交流や対話を生み出せ

る空間を創ります。 

１４４ 市民が手続や申請で窓口に来た際

に、松本城や総堀が見えるような椅

子や窓のレイアウトを検討してみて

はどうか。 

【ウ 参考とする意見】 

まずは手続に来庁した方がワンストッ

プで済むようレイアウト等を検討してい

きます。その中で、待合スペースについて

も快適に過ごせるよう窓の設定なども考

慮し、検討します。 

１４５ 災害発災後の対応に支障をきたさ

ないように、災害対策本部となる部

屋と同じフロアに、市長室、危機管理

課、広報課を配置することが望まし

い。 

【イ 趣旨同一の意見】 

基本計画では、免震構造のⅠ期棟に災害

対策本部機能を配置し、周辺に関連性の高

い部署を配置することとしています。迅速

な指揮・対応や行政機能の維持、継続を図

る観点からも市長室、危機管理部局、広報

担当等を本部機能周辺に配置することは

必要であると考えます。 

１４６ 階層計画の図において、議会フロ

アなのか災害対策本部なのか、しっ

かり明記すべき。 

【ア 反映する意見】 

Ⅰ期棟には災害対策本部設置を計画し

ており、より分かりやすくするため、５３

ページの階層計画にその旨を明記します。 

１４７ 市民や職員の目線に立って物事に

立ち向かう対応をしてもらうために

も、市長室を１階に設置し、半分スケ

ルトンにして、市民や職員に見える

ようにしてほしい。 

【エ 対応が困難な意見】 

基本計画では、執務でのセキュリティ対

策も考慮しており、それは市長室において

も同様と考えるため、ご指摘のような仕様

は困難です。 

１４８ 階層計画が示されているが、１８

ｍに収まるのか。なぜ現状の計画案

において高さ表記をしないのか。 

【オ その他】 

現東庁舎側の高さ規制である１８ｍ以

下となるよう計画します。５３ページは階

層計画を示すものであり、高さ規制等の条

件は４０ページに記載しています。 
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 ⑺ Ⅶ 構造計画に関する意見 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１４９ Ⅰ期棟は免震構造、Ⅱ期棟は耐震

構造を採用し、両庁舎間は渡り廊下

で接続する構造となっている。２つ

の建物の振動特性が異なるために、

地震発生時に渡り廊下部分が損傷す

ることのないよう、エクスパンショ

ンジョイントの採用など十分な対策

を講じてほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

ご指摘のエクスパンションジョイント

の採用など、揺れ方が異なっても力を逃が

すことができるよう設計をしていきます。 

 

 ⑻ Ⅸ 新庁舎整備事業スキーム 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１５０ 平面計画・階層計画・構造計画など

詳細に渡り提示するのではなく設計

者の優れた企画力・デザイン力に期

待すべきではないか。造形的な美し

さと機能は同時に考えられるべきで

あり、すぐれた建物はそのように作

られていくはずである。 

【ウ 参考とする意見】 

民間事業者の独自技術やノウハウを設

計や工事に活用しやすく、事業期間の短縮

も期待できるというメリットを考慮し、設

計・施工一括方式を採用することとしてい

ます。 

受注者の選定に当たっては、技術提案を

求め、より優れた提案の事業者を選考する

形を考えています。庁舎建設という大規模

かつ注目を集める事業ですので、選考に当

たっては建築分野等の外部有識者も入れ

て、厳正な審査となるように取り組むもの

です。 

１５１ 設計者の決定は優れたアイデアを

持つ者を選定するためにも完全オー

プンのプロポーザルとして欲しい。

一括発注方式であれば設計者が実施

設計能力に欠けていたとしても施工

者が補うことが出来るため安心して

設計者選定が出来るはず。 

１５２ 設計者が重要。基本計画内容のう

ち、最も大切な部分は設計者の能力

に委ねられる。公開プロポーザルを

採用するか、設計者の分離発注を行

うなどして、著名建築家の協力を要

望したい。 

１５３ 設計・施工一括発注方式とすると

決定しているようだが、基本設計を

事業範囲に含めない基本設計先行型

としてほしい。 
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１５４ 安易に設計者を決めず、市民参加

で決めてほしい。施工業者もなあな

あで決めることのないようにしてほ

しい。 

１５５ 実力のある建築家の設計コンペを

行い、普遍的な、市民が誇れる建築物

としてほしい。 

１５６ 設計施工一括発注方式において、

設計や仕様に発注者の意向を反映す

る仕組みを別検討とあるが、いつま

でに検討結果の結論を出すのか。業

者選定の前なのか後なのか。 

【オ その他】 

設計・施工一括発注方式の発注に当たっ

ては、発注者側の意図を詳細に示す必要が

あると認識しています。今後、発注に向け

て設計条件を専門事業者の支援を受けな

がら整理する中で、意向を反映する仕組み

を検討します。 

 

 ⑼ Ⅹ 概算建設事業費に関する意見 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１５７ 生きた借金（将来に価値を生む借

金）ならしても良いのでは。あるい

は、市民から寄付を募るのはどうか。 

【ウ 参考とする意見】 

ご指摘のとおり、これから長い期間使用

する庁舎ですので、世代間負担の公平性を

確保するとともに、財政負担の平準化を図

るため、地方債の積極的な活用を想定して

います。 

なお、寄付という形での財源確保は具体

的に検討していませんが、今後他市事例等

も参考に可能性を含め検討します。 

加えて、民間への貸し出しスペースにつ

いては、今後の設計段階で、実現可能性を

含めて検討します。 

１５８ 素晴らしい庁舎を建てるため、多

少の借金は事業を前に進めるために

は不可欠ではないか。 

１５９ 財源に不安を感じる。庁舎の一部

をコンビニなどの民間への貸出ス

ペースとして、賃料を建設費に当て

ることを検討してみてはどうか。来

庁する市民の利便性も高まり、開か

れた市役所として市民も愛着が湧く

と思う。 
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⑽ Ⅺ 事業スケジュールに関する意見 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１６０ 南側自転車置場や駐車場整備に関

する工事はないのか。あるのであれ

ば明記すべき。 

【オ その他】 

６１ページは庁舎建物の建替手順につ

いて図示しているものです。新庁舎建設に

合わせ、自転車駐輪場や駐車場の整備も必

要と考えますが、その整備タイミングや範

囲等は設計の中で調整を行います。 

１６１ 仮事務スペースについて、既存の

市有施設を一時転用とあるが、どこ

の市有施設を転用するのか明記すべ

き。 

【オ その他】 

今後の設計内容を考慮しながら、まず建

替期間中に移転が必要となる業務や人員

体制を整理し、必要面積等を算出する必要

があります。その後、仮事務スペースの候

補選定等に入るため、現時点では一時転用

施設等を決めることは困難です。 

 

⑾ その他の意見 

№ 意見等の概要 市の考え方 

１６２ 市民への説明が不足している。コ

ロナ後の社会変化を踏まえた議論が

市民に十分開かれていない。「松本城

を核とした公共空間整備」などは一

部の観光・経済振興に偏っており、市

民本位の計画とは言い難い。 

【オ その他】 

今回の見直しは、新庁舎建設市民懇話会

での議論を経て策定した基本構想と、基本

計画の根幹部分は変えることなく、コロナ

禍を経たデジタル化の急速な進展や、働き

方の変化など、社会情勢の変化を踏まえ

「市民に身近な市役所づくり」の考え方の

下、議会の皆さんと協議を重ねながら、改

定案をとりまとめました。市民本位の計画

として、時代に即したより質の高い行政

サービスにつながる見直しを行っていま

す。いただいたご意見は、参考となるもの

は真摯に検討し、今後の設計や運用に活か

します。丁寧な説明と対話を心がけ、市民

本位の庁舎建設を進めます。 

１６３ 市民の考えを聞きたいとのことだ

が、単に「市民からの意見も取り入れ

ております」というポーズでは困る。 

１６４ 前回の計画から大幅に変更になっ

たことに戸惑いを隠せない。「松本市

新庁舎建設市民懇話会」について

ホームページで検索してみたが、過

去のものしか見つからなかった。変

更された今回の案も同様の懇話会を

経て計画されたのか。 

１６５ パブリックコメントを募集してい

るが、既に決まったことに関する意

見は見直し変更が可能なのか。 
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１６６ 市民のアイデアを盛り込むため、

公開のワークショップを開催してほ

しい。 

【ウ 参考とする意見】 

多様な手法を用いながら、幅広く市民の

皆さまのアイデアやご意見をお聞きする

機会を設けます。 

１６７ 効率化も大事だが、市役所は市民

の誇りであり、心の寄り所となる場

所。特別な用事は無いが、一時立ち寄

りたくなるような場所であってほし

い。用事の無い人は来るなではなく、

用事の無い人も来ていいんだよとい

う庁舎であってほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

８ページに記載のとおり、市民の皆様が

誇りと身近さを感じられるような庁舎整

備を進めます。 

１６８ 松本市民が誇りに思える庁舎とし

て、事務的ばかりでは無く用事が無

くても立ち寄りたくなる庁舎にして

ほしい。 

１６９ 市役所のことをよく知っていて

使っている市職員にこそもっと意見

を聞くべき。職員チームをつくって

ほしい。 

【イ 趣旨同一の意見】 

今年８月に「窓口機能」、「業務体制」

及び「執務環境」の３つの柱の下、新庁舎

建設を契機に業務改革を推進するための

庁内プロジェクトチームを立ち上げまし

た。 

このうち、若手職員で構成する執務環境

タスクフォースは、今後の設計を見据え、

働き方・組織文化の革新、空間・執務環境

デザイン、業務のスマート化推進などの観

点から提案を行う予定です。 

全庁に対しても自由に意見を投稿でき

るフォームを開設するなど、幅広く職員の

意見を聞く仕組みを構築しています。 

１７０ 庁舎で働く人が互いに効率的に働

ける動線や環境を現場の人全ての声

を拾って是非作ってほしい。 

１７１ 今後実際に市役所で多くの時間を

過ごす２０代、３０代の職員との意

見交換はあったのか。 

１７２ 松本市は子育てサポートが手厚く

ないので、新庁舎建設に税金を使う

なら子どもの遊び場を大きく取り入

れるべき。寒くなると遊び場がイオ

ンモールに集中する。すぐに新庁舎

を建設したいなら未来の子ども達の

ためにも投資してほしい。 

【オ その他】 

規模のスリム化や効率的な施工を通じ

て事業費の精査を図ることで新庁舎整備

に係る財政的負担を軽減するとともに、未

来を担う子どもの子育て支援、教育、福祉

など、市民の皆様にとって必要な施策が展

開できるよう、市政運営を進めます。 
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１７３ 子どもたちが毎日を過ごす教育・

保育の現場の安全性が最優先される

べきで、市民の税金を投じるなら、ま

ずはそうした施設の改善に充てるの

が筋。 

新庁舎よりも、子どもや子育て世代

の暮らしを守る施策を優先すること

を強く求める。 

１７４ 人口減少や税収減が進む中で、巨

額の建設費をかけるべきではない。

市民サービスや福祉、教育など、もっ

と優先すべき分野がある。 

１７５ 既存施設を有効活用すべき。老朽

化といっても改修や耐震補強で十分

対応できる可能性がある。新築より

も低コストで安全性を確保でき、市

民負担を軽減できる。 

【エ 対応が困難な意見】 

現在の市役所本庁舎は、可能な限り現在

の庁舎を有効活用する考えの下、耐震補強

工事を実施して対応してきましたが、鉄骨

鉄筋コンクリートの一般的な耐用年数の

目安となる建築後６０年を超え、計画案の

Ⅱ期棟竣工時点では７５年経過する状況

で、建て替えが必要な時期に来ていること

から新庁舎の建設を行うものです。整備に

当たっては、規模のスリム化や効率的な施

工を通じて事業費の精査を行い、財政的負

担の軽減を図ります。 

１７６ 分散化には反対 【オ その他】 

基本計画改定版（案）で掲げる庁舎整備

は、分散化を目的としたものではなく、「市

民に身近な市役所づくり」の考え方の下、

人口重心に近い南松本と交通結節点であ

る松本駅前に、それぞれの地域特性に応じ

た行政機能を配置し、より身近な場所で質

の高い行政サービスを提供することで利

便性の向上を図るものです。 

その上で新庁舎は、コミュニケーション

が芽生える庁舎として、多種多様な立場の

人たちの交流や対話を生み出し、市政運営

に活かせるよう整備を進めます。 

１７７ 分散化しなくてもシティオフィス

としての機能は全うできるのではな

いか。絶好の位置にある市役所を、二

つとない資源として考え、市民、観光

客、市職員、市議と市長が集える、素

晴らしい場所になることを願う。 

１７８ 本庁舎は現在の東庁舎側敷地のみ

に建設して規模のスリム化を図る、

保健所庁舎に松本駅前センターの設

置を構想しているが、これは明らか

に「機能の分離・分散」構想となって

いる。窓口対応の縦割り化の拡大な

ど、デメリットが大きい。 



37 

 

１７９ 庁舎は、市民生活に関わる公共

サービスを提供する最大の拠点であ

り、「地方行政・地方自治を推進する

場」であることを基本的役割として

担う。この役割を実現する保障は、市

庁舎の分離・分散ではなく、「統合型」

にある。 

また、複数組織にわたるサービス提供に

おいては、窓口対応の縦割り化が生じない

よう、オンラインを活用したスムーズな業

務連携体制を構築します。 

なお、同規模の中核市における本庁舎以

外の行政機能配置の事例として、大阪府寝

屋川市（人口約２２万人）では、中心駅近

傍に窓口機能や子育て関連の行政機能を

配置した「寝屋川市サービスゲート」を設

けています。 

１８０ 全国的にみても本庁舎と分離し

て、別の場所に一部の窓口のみを配

置している例は見受けられない。ど

のような調査に基づき、本庁舎と分

離して整備することが最適との結果

に至ったのか。 

１８１ 急がずにもう少し時間をかけて、

素晴らしい新庁舎を建設してほし

い。 

【オ その他】 

市としては、近年の建設関連費用の上昇

を懸念材料と捉えています。いただいたご

意見は、設計や運用に活かせるよう真摯に

検討しながら、できるだけ早期に設計及び

工事に着手できるよう、計画を進めます。 

１８２ この計画案で良いと思う。 【イ 趣旨同一の意見】 

新たな時代に対応できる市役所を目指

し、新庁舎の建設を着実に推進します。 

１８３ 今の庁舎は暗くて文字が見えにく

い。働く職員、来庁する市民の為に

も、新庁舎は必要。その為の財源や人

員等大変だと思うが、松本市の活性

化及び景気回復には庁舎整備が必要

と考える。 

【イ 趣旨同一の意見】 

新たなワンストップサービスの導入な

どを通じて来庁される市民の皆様が分か

りやすさや使いやすさを実感できる庁舎

づくりを進めるとともに、明るく執務ス

ペースの効率化が図られたオフィス環境

をつくることで働く職員がパフォーマン

スを十分発揮できる庁舎を目指して整備

を進めます。 

１８４ 何回行っても担当者に会えなかっ

たことがあり、市民の声を聞こうと

しておらず残念。対処できないス

タッフ配置をしている現状を考える

と職員定数削減が必要 

【オ その他】 

内外の打ち合わせや会議、現場対応など

で担当者が自席にいない時間帯もありま

すが、課内の職員同士で共有を図りなが

ら、ご指摘のようなことが無いよう対応し

ます。 
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１８５ 庁舎は松本の顔となるため、早く

立派な庁舎を建てることを切望す

る。その上で、売店や、レストランか

食堂を完備してほしい。 

【ウ 参考とする意見】 

具体的な付帯機能は、基本設計において

検討を行います。 

１８６ 喫茶を入れてほしい。 

１８７ １階に銀行・郵便ポストがほしい。

職員食堂も利用できると嬉しい。 

１８８ 新庁舎に郵便局を併設してほし

い。役所で働く方、来庁される利用者

の利便性向上に役立つと思う。 

１８９ 来訪客のために小さくても良いの

でお茶室を設置して、湧水を使った

お茶をお勧めするのはいかがか。 

【エ 対応が困難な意見】 

新庁舎は市民の皆様への行政サービス

の提供を第一に考えた施設配置を基本と

しているため、茶室の設置は難しい状況で

す。 

１９０ 新庁舎内に図書館や勉強できるス

ペースを作ってほしい。 

【エ 対応が困難な意見】 

中心市街地には松本市立博物館、中央図

書館、Мウイングなど、文化活動や学習、

交流の場として充実した施設が集積して

います。これらの施設は、ゆったりと時間

を過ごし、文化に触れていただくための専

門的な機能を備えています。 

新庁舎は、行政サービスの提供拠点とし

ての役割を担う施設として整備を行うた

め、ご提案いただいた空間の整備は難しい

状況ですが、それぞれの施設が特性を活か

し、まち全体で市民の多様な過ごし方を支

えていきたいと考えています。 

１９１ 現庁舎では敷地内に喫煙所がな

く、周辺環境や印象に影響を与えて

いる。喫煙者を排除せず、適切に棲み

分ける発想を取り入れてほしい。排

煙設備を備えた喫煙スペース設置を

検討してほしい。 

【エ 対応が困難な意見】 

松本市受動喫煙防止に関する条例に基

づき、松本市の公共施設敷地内全体を禁煙

としていることから、敷地内の喫煙スペー

スの設置は困難です。引き続き職員の喫煙

マナーの向上に努めます。 
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１９２ 庁舎のメンテナンスを容易にし、

経費削減につなげる視点が必要。他

市では、庁舎床の清掃を夜間にロ

ボット掃除機に任せている事例もあ

る。 

【ウ 参考とする意見】 

維持管理に係るランニングコストの縮

減は重要な視点であると認識しています。

いただいたご意見も参考にしながら、長期

的な目で見てコストを抑制できる庁舎と

なるよう、設計を進めます。 

 


